
健康教育担当者研修会

行政説明

③給食 食育
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01 食生活の現状と課題
02 食育基本法の一部改正
03 学校給食について

学校給食費負担軽減
学校給食の目標
基準に基づく適正な給食の提供
県産食材の活用
衛生管理等

04 学校における食に関する指導
食に関する指導の充実
栄養教諭等との連携
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児童生徒の朝食摂取率（R７全国学力・学習状況調査結果より）

R4 R5 R6 R7

県 94.6 94.1 93.8 93.5

全国 94.4 93.9 93.7 93.7
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【全学調結果より】朝食摂取率（小学６年生）

「毎日食べている」「どちらかというと食べている」

県 全国

R4 R5 R6 R7

県 92.8 92.5 93.0 92.6

全国 91.9 91.2 91.2 91.2
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【全学調結果より】朝食摂取率（中学３年生）

「毎日食べている」「どちらかというと食べている」

県 全国

R4 R5 R6 R7

県 85.3 83.8 83.3 83.0

全国 84.9 83.7 83.4 83.3
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【全学調結果より】朝食摂取率（小学６年生）

「毎日食べている」

県 全国

R4 R5 R6 R7

県 80.9 80.2 81.3 80.5

全国 79.9 78.6 79.1 78.7

77.0
77.5
78.0
78.5
79.0
79.5
80.0
80.5
81.0
81.5
82.0

【全学調結果より】朝食摂取率（中学３年生）

「毎日食べている」

県 全国



R７学校保健統計調査結果より

肥満傾向児出現率
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80.1%

49.0%

食文化

感謝の心

食事のマナー

心身の健康

有機農産物

（小学５年生）昨年度との比較

R6 R7

健康教育実態調査結果（児童生徒の食に関する意識調査）
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95.0%

77.9%

38.2%

55.2%

98.3%

95.9%

78.9%

29.7%

食文化

感謝の心

食事のマナー

心身の健康

有機農産物

（中学２年生）昨年度との比較

R6 R7

・食文化：食べ物の産地や料理の歴史に関心がある。

・感謝の心：食べ物や作った人に感謝して食べる。

・食事のマナー：はしの使い方や話題など、食事のマナーに気をつけて食べる。

・心身の健康：栄養のバランスに気をつけて食べる。

・有機農産物：有機農産物（オーガニック）に興味・関心がある。

質
問
項
目

55.0%

98.4%

95.7%

79.2%

44.6%

55.5%

98.4%

96.0%

77.9%

43.2%

食文化

感謝の心

食事のマナー

心身の健康

有機農産物

（高校２年生）昨年度との比較

R6 R7



食育基本法の一部を改正する法律 概要 (令和８年５月27日公布・施行) 



安心食育

おいしい 楽しい

安全
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学校給食費負担軽減



学校給食の目標

学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するた
めに、次に揚げる目標が達成されるよう努めなければならない。

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる
判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び共同の精神を養うこと。

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び
自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 食生活が食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤
労を重んずる態度を養うこと。

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

学校給食法 第２条



学校給食実施基準

◇児童又は生徒の健康の増進及び食育の推進を図る
ために望ましい栄養量を算出

◇児童生徒の一人１回あたりの全国的な平均値
◇児童生徒の個々の健康及び生活活動等の実態並びに
に地域の実情等に十分配慮し弾力的に運用

学校給食実施基準に基づく適正な学校給食の提供

集団の特性を把握 ⇒ 提供する給食の給与栄養量を算定
⇒ 給食配膳、食事指導等の実態 ⇒ 評価

＊学校給食実施基準等の一部改正について
（令和３年２月12日付け文部科学省）



熊本県産トマトパン

県産食材を積極的に活用した学校給食の提供

学校給食における県産食材の
活用推進に係る連携協定

©2010 熊本県くまモン

水田ごぼうがゴロゴロ入っているよ

水田ごぼうメンチカツ
水田ごぼうつくね

熊本県産トマトゼリー 食育動画

掲示資料



学校給食における衛生管理

学校給食衛生管理基準に沿った学校における衛生管理

（１）施設設備の衛生管理
配膳室、外部業者から直接納入される食品の検収、水道水、教室や
ランチルーム等の食事環境、廃棄物の処理など

（２）検食
責任者を定め、確認、記録

（３）給食当番活動
給食当番・教職員の健康状況を記録

（４）学級担任等の役割
衛生管理に配慮した給食指導の充実、
マニュアル等に沿って適切に対応

（５）給食時に発生した嘔吐物の処理
当該・周囲の児童生徒への対応、
嘔吐物や食器具の処理 食に関する指導の手引き ～第二次改訂版～ より

給食当番チェックリスト
□ 下痢をしているものはいない。
□ 発熱、腹痛、嘔吐をしていない。
□ 衛生的な服装をしている。
□ 手指は確実に洗浄した。

給食センターや各学校での共通理解



食物アレルギー対応

・教室における詳細な献立表の見落としに
より誤食

・給食配膳室に届いていた対応食を見落
とし誤食（２）

・使用食材の確認不足による対応漏れ
（学校で気づき誤食なし）

R７ 報告

１食物アレルギー対応に関する基本方針策定

２組織で対応し、学校全体で取り組む

３教職員の役割

４対応環境やマニュアルの整備

５緊急時対応体制の整備と確保

６教職員への啓発と役割分担

７保護者・学校間の連携

８研修会の実施

９すべての事故及び

ヒヤリハット事例の報告

学校給食における食物アレルギー対応指針（文部科学省）

学校が取るべき対応ナッツアレルギーが
増えています

未然防止と発生時対応



食に関する指導の手引 ～第二次改訂版～ より

・食べ物は食べやすい大きさにして、よく噛んで食べるよう指導

・早食いは危険であることを指導

・給食の際は、学級担任等が注意深く児童生徒の様子を観察

・咀嚼及び嚥下の能力は個人差があるので、
個別の対応が必要な児童生徒については、
全教職員の間で共通理解

・特別な支援を要する児童生徒については、
食事中に必ず教職員が付き添い、目を離さ
ない

学校給食に関わる事故防止及び非常時の対応【窒息事故防止】

窒息事故防止

令和６年２月２８日付け教体第１１５３号



食育基本法の一部を改正する法律



食に関する指導の充実



栄養教諭等との連携

授業・委員会活動等

家庭との連携等 食物アレルギー対応
個別的な相談指導

＊養護教諭と栄養教諭の連携
により、児童生徒の生活習慣
の課題改善を図る。

・TTによる授業

・資料提供

・計画等への参画

学校保健委員会

・食の課題

・情報提供



【参考】 食に関する指導の手引き・食育教材



令和８年度 熊本県学校保健研究協議大会
日程 ： 令和８年８月１８日（火） 場所：横島町民公民館

研究協議大会等のご案内

令和８年度 研究推進校発表会
歯・口の健康づくり 長洲町立長洲小学校
日程 ：令和８年１２月４日（金）

第３回全国学校給食・栄養教諭等研究協議大会（熊本開催）
日程 ： 令和８年７月２８・２９日 場所：熊本城ホール
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